
サービス開始
●買い物代行サービス「御用聞き」
注意：１回の利用につき１ポイント付与します。買い物した代金に対してではありませんのでご了承ください。
サービス終了（令和6年3月31日をもって、以下の施設ではご利用いただけません）
●町中央公民館　・町図書館　・町総合体育館　・町保健センター
サービス継続
●町オンデマンドバス

町の施設をご利用いただいた際に、1ポイントを付与するサービスを行っていますが、対象施設の変更がありますので
お知らせいたします。

ホームページ： http://www.soumu.go.jp/kanku/chubu/gifu.html 

日　時：毎月第２水曜日　13時～ 16時
場　所：町老人福祉センター

毎日の暮らしの中で、行政の仕事についてよくわからないと思うことはありませんか。
そんな皆さまの声を行政相談委員がお聴きします。なお、相談は無料で秘密は固く守られます。

当センターは、これまで約40年間、町民の皆さまの温かいご支援とともに歩んできました。心から感謝するとともに、これか
らも高齢者の社会参加を図り、地域社会の発展に寄与するために活動を続けていきます。
10月は、センターの事業に対する理解を更に深めていただく普及啓発促進月間です。
現在、会員数は213人ですが、60歳以上の人口に対する入会比率は低迷しています。多くの皆さまのご参加を待ち望んでいます。

入会説明会への参加のお申し込みは、お電話もしくは便利なウェブ受付※（仮登録のお申し込みが可能です）をご利用ください。
※「養老町シルバー」で検索してください

総務省岐阜行政監視行政相談センター（岐阜市金竜町5-13岐阜合同庁舎）でも、行政相談に応じています。
☎0570－090110　　　058－248－6755

○道路の危険な箇所を直してほしい
○介護などの福祉のサービスが受けられなくて困っている
○河川の清掃・管理をしっかりやってほしい
○役所の手続きがわからない
○特殊法人（NTT、年金事務所、郵便局など）や独立行政法人（国立病院など）の対応に不満がある

（相談例）

行政相談のマスコット
「キクーン」


